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会議録 

会議の名称  社会教育委員の会議（5月定例会）会議録 

開 催 日 時 平成21年5月12日（火曜日）14時00分から16時15分まで 

開 催 場 所  保谷庁舎3階第2会議室 

出 席 者 

委 員：小川議長、松本副議長、有澤委員、岡村委員、瀧島委員、 
橋本委員、濱崎委員、本田委員、松嶋委員、宮崎委員、 
山田委員（五十音順） （欠席）髙谷委員、濱崎委員 

事務局：下田社会教育係長、神田主査 

議 題 
（1）その他 
（2）社会教育関係団体補助金について               

配 布 資 料 

1 社会教育関係団体補助金交付要綱 
2 平成21年度西東京市社会教育関係団体に対する補助金事務取扱要領

（案） 
3 下保谷児童館・福祉会館建て替え基本設計概要 
○社連協総会資料 
 ・平成20年度社会教育委員活動記録 
・平成21年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会議案書 
・講演会レジュメ 

記 録 方 法 □全文記録 □発言者の発言内容ごとの要点記録 ■会議内容の要点記録 

会 議 内 容  

・議長：開会宣言 
平成21年4月定例会議の会議録を確認、訂正後承認する。 

 
 （1）諸報告・その他 
1 平成21年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会（4月18日）の報告 
・日 時  4月18日(土曜日)午後1時～4時30分 
・場 所  清瀬市児童センター ころぽっくるホール 
・内 容  研修会「青年期の諸問題、われわれ世代に問いかけるもの 

カウンセラーからみた地域社会の果たす役割」 
・講 師  原田千恵子（明治大学学生相談室事務長・カウンセラー） 
・参加者  小川委員、松本委員、有澤委員、 
○委員より、社連協総会資料に基づいて、総会および研修会の内容について報告。 
 
2 地域生涯学習事業について 
○委員：委託された運営協議会から、同一事業の継続はだめなのか、委託先の枠を広げ
て欲しい、講師料についても上限2万円で探すのが大変などの声を聞く。 
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○事務局：事務局にも運営協議会から事業の企画にあたっていろいろな意見が寄せられ
ている。そういった事業実施についての現状や課題を踏まえて、今年度事業実施マニ
ュアルの見直しを考えている。また、運営協議会同士が講師や事業企画、課題等の情
報交換をする場として、年3回程度の連絡会開催を予定している。 

○委員：社会教育委員の会議にも地域生涯学習事業の内容等を報告して欲しい。 
○事務局：21年度の地域生涯学習事業計画一覧については、次回報告します。 
 
（2）社会教育関係団体補助金について 
 
◎事務局より、当日配布資料「西東京市社会教育関係団体に対する補助金交付要綱」
「平成21年度西東京市社会教育関係団体に対する補助金事務取扱要領（案）」に沿っ
て今年度の補助金交付の考え方、事務処理日程について説明。 

・要綱については、前年度に一部改正を行っており、今年度は前年どおりとしたい。 
・要領（案）についても内容は前年どおりとし、申請手続きのときにわかりにくかった
点について一部手直しを行った。 

・現在の要綱は改正して5年経つ。毎年3～5団体の申請があるが、同じ団体からの申請
があり、これまで補助金を申請した団体は5年間で9団体である。できるだけ多くの団
体に申請してもらい、事業の活性化を図りたいということから、要綱では同一事業は
通算3回までしか申請できないとしているが、同一事業をどう判断していくか等、今
後の課題である。 

 

＜主な意見等＞ 
○委員：現在の要綱は、平成16年度に全庁的な補助金の見直しに合わせて整えられた。
要綱第3に補助対象事業が掲げられているが、対象となる事業をどう考えるかは、こ
の補助金制度の目的が、団体の育成なのか、市民への社会教育事業の振興なのかによ
って変わってくるだろう。 

○委員：申請書類の記載内容等を簡易にしても良いと思うが、同一事業3回までという

ルールを守ることは必要だと思う。 

○委員：社会教育関係団体はいくつあるのか。 

○事務局：公民館等の施設利用団体としての把握はできるが、補助金申請を受けて補助

金交付の要件を満たしている「社会教育関係団体」であるかどうか判断するので、団

体数の把握は難しい。 

○委員：補助金をもらって、団体の活動を活発にしていくことが大切。これまで申請し

た団体の活動を紹介するなど補助金制度について積極的にＰＲして欲しい。 

○委員：自分たちの団体の活動が補助金を受けられるということを知らない団体が多

い。ポスター・チラシ等で、補助金制度について分かりやすくＰＲを行って欲しい。 

○委員：以前、公民館の市民企画事業について公民館職員に教えてもらい制度を利用し

た経験がある。補助金の周知にあたっても、公民館窓口や職員のアドバイス等のかか

わりが大切だと思う。 
○委員：税金ということを考えると難しいかもしれないが、市内在住・在勤会員が3分
の2以上の団体という要件を緩和することで、広域にわたって活動している団体も申
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請できるのではないか。 
○委員：これまで補助金交付をしている団体への事業は、広く市民の参加を得て実施さ
れていると思うので、申請があれば継続して交付しても良いと思う。申請手続きが大
変なので、補助金を申請できる団体がどれほどあるのだろうか。団体の構成員も高齢
化しており、申請の事務的な処理をすることは難しい状況ではないか。申請団体が少
ないということで補助金予算を減らされるのであれば、たとえば、公民館との連携で
補助金対象事業を掘り起こすなど、別の形での団体支援についても考えていってもい
いのではないか。 

○委員：補助金制度は続けて欲しいと思う。 
○委員：同一事業についての判断は、緩やかに考えていっても良いと思う。 
○委員：団体活動の底上げをしていくことが大切で、補助金制度によらない団体支援策
も必要だろう。 

○委員：以前の要綱で多くの申請があったのなら、以前の方法に少し戻したらどうだろ
うか。 

○委員：団体の継続性がないと、補助金を出しても会として成長していかないという反
省から、組織をしっかりさせるためにこのような要綱になったと思う。 

○委員：補助金としての制度の整えは大切だが、補助金が申請できるような団体育成へ
の支援も大切だろう。社会教育活動団体は公民館や児童館などいろいろなところと関
わって活動しており、市全体で団体活動を支援していくことが必要だろう。 

○委員：市全体として、団体の活動支援に向け、団体と情報をつなぐ人がいない。市全
体としてコーディネートするシステム作りが必要だろう。 

○議長：今回出された意見も含め、同一事業の考え方や団体支援のあり方については、
今後も検討していきたいと思う。「平成21年度西東京市社会教育関係団体に対する補
助金事務取扱要領（案）」については、事務局の提案どおり了承してよろしいか。 

○全委員：了承した。 
 
 
○議長：以上で本日の社会教育委員の会議（5月定例会）は終了する。 
 

※次回会議 平成21年6月9日（火曜日）午後2時から 

 


